
話してみよう！伝えてみよう！

“子どもの権利”のお話



こんなことはないかな？

“ばい菌”“コロナ”と言われて

いじめられている…

仲間外れにされている・・

怒鳴られたり、

叩かれたりしている…

勉強をしたいのに

させてもらえない…

遊びたいのに

何もさせてもらえない…

わからないことばかり

誰も説明してくれない…

健康に大事な医療を

受けさせてもらえない

自分の意見をまったく

きいてもらえない…

大人が勝手に

きめつけてくる…

困っていること、

悩んでいることを

聴いてもらえない…



大人の権利とは違う
のかな？

どんなことが
あるの？

ぼくたち、わたしたちには、1人の人間としての権利
（自由に意見をいうことが守られたり、子どもにとっ
て一番よいことが守られること）があります。
『子どもの権利条約』という、世界中のすべての子ど
も達が持っている権利について特別な条約で守られて
います。（1989年国連採択）

生きる権利
命が守られること

育つ権利
自分の能力を十分に伸ば
して成長できるように、
医療・教育・生活の支援
を受けて、友達と遊んだ
りすること

守られる権利
暴力や有害な労働
から守られること

参加する権利
自由に意見を言ったり、
団体をつくること

『子どもの権利条約』
大きく分けて4つの
権利があります。

子どもの権利ってなに？



ぼくたち、わたしたちの権利

ぼくたち、わたしたちには、自分たちの意見が社会に聴かれ
その意見が社会に生かされ、大人と
一緒にみんながそれぞれに生きやすい
社会をつくっていく力があるよ。

子どもの権利条約

第2条 差別の禁止
子どもは国の違いやどのような
言葉を使うか、どんな意見を
持っているか、心やからだに障
害があるか、お金持ちであるか
ないか、親がどういう人である
かなどによって差別されません。

第12条 意見を表す権利
自分の関係あることにつ
いて自由に自分の意見を
表す権利を持っています。

第13条 表現の自由
自由な方法でいろいろな
情報や考えを伝える権利、
知る権利を持っています。

第19条 暴力などから
の保護
親が子どもを育ててい
る間、暴力を振るわれ
たり、不当な扱いを受
けたりしないように、
国は子どもを守らなけ
ればなりません。

第24条 健康・医療へ
の権利
健康でいられ、必要な
医療や保健サービスを
受ける権利を持ってい
ます。

第28条教育を受ける
権利
国は、すべての子ど
もが小学校にいける
ようにしなければな
りません。さらに上
の学校に進みたいと
きにはチャンスが与
えられなければいけ
ません。

第31条 休み、遊
ぶ権利
休んだり、遊んだり
文化芸術活動に参加
する権利を持ってい
ます。



子どものみんなへ

君たちには、みんな、どんなときでも
伝える力、意見を言う力が備わっています。

＊あなたの気持ちや考えは大切にされる

べきものです

＊自分の意志で社会に参加することがで

きます

困っていること、

悩んでいること、

これはおかしいな、

こうしたらいいのでは？

と思うこと、

信頼できる大人の人と、

一緒に考えていこう！



何か伝えたいことはあるかな？ふきだしに書いてみよう。

考えや意見を伝えてみよう！



気持ちを表す言葉を探してみよう！

人はみんなたくさんの気持ち（＝こころ）を持って暮らしているよ。
どんな気持ちもとても大切。

ちょっとつらい気持ちも否定しないでね。
つらい気持ちが長引かないような工夫を見つけていこう！



書き出してみよう！

苦手なもの、嫌いなもの得意なもの、好きなもの

自分の得意なもの／苦手なもの、好きなもの／嫌いなもの
について、周りの人に知ってもらおう！



振り返ってみよう！

困っていること、悩んでいることはないかな？ ふきだしに書いてみよう。



ぼくのわたしのリソースマップ

でも、もしかしたら、いろいろとても気になったり、悩んだり、不安が強くてイライラしたり・・・
そんな時のために、気軽に相談できる人、アドバイスをもらえる情報源（リソース）を用意しておこう。
例えば、家族や友達、担任の先生や保健室の先生、スクールカウンセラー…どんなリソースを思いつくかな。
あなたの信頼できるおとなや仲間をさがしてみよう。

自分



大人のみなさんへ

子どもの権利が守られる社会を目指して…

＊子どもの声を聴きましょう。

＊大変なときこそ、子どものＳＯＳを逃さないでください。

＊すぐに解決できなくても、子どもと一緒に考えていく

姿勢をもちたいですね！


